
緊急時の対応について

～児童引き渡し～

京都市立常磐野小学校



震度 授業実施の有無 下校及び引き渡しの判断

震度
５弱以上

臨時休業

原則として学校に留め置き，保護者
への引き渡しを実施する。原則と
して，学校で待機中の児童生徒へ
の食事（給食）の提供は行わない。

震度
４以下

平常どおり授業
（原則）

平常授業後は，原則として各自
下校。

被災状況によっ
ては臨時休業を
する場合あり

臨時休業の場合は、原則として
学校に留め置き，保護者への
引き渡しを実施する。

地震発生時の引き渡しのルール



事象 休業措置 下校及び引き渡しの判断

在校時に
特別警報

臨時休業

原則として学校に留め置
き，保護者への引き渡し
を実施する。

特別警報時の引き渡しのルール



震度5弱の地 震 発 生

児童の安全確保

（第一次避難）

二次災害の防止

校舎外避難の決定・指示

避難場所へ避難

（第二次避難→校舎外へ）

避難後の安全確保

屋外避難後の対応決定

保護者へ連絡

保護者への引き渡し等

頭部保護，机の下へ避難，出口確保

校内・校外の被害状況や安全の確認（火器・薬品・ガス等）

避難経路の安全確認後、全校避難の指示（校長・教頭等）

避難場所に整列・人員確認、負傷者手当（関係機関要請）と保護者へ連絡

児童の保護者への引き渡し方法の決定（運動場・体育館・教室）

保護者の来校、児童引渡手続、保護の継続

すぐーる及び学校ホームページ（停電の場合は使用不可）

おさない はしらない しゃべらない もどらない 低学年優先 等



運動場の場合



体育館の場合



教室での引渡し

廊下や階段は右側通行

教員に児童名と児童との
関係を伝える。

教室の東側入り口で
児童を引渡し

くつ箱の場所を確認して
ください

教室前の廊下に1列でお
並びください

兄弟姉妹は年長者から
お迎えに行く



北校舎

南校舎
東校舎

2年生

４年生

５年生６年生

３年生

１年生

体育館

くつばこの場所



引き取り時のお願い

中学生の兄・姉





授業中に台風が接近した場合

台風の接近

暴風警報発表

保護者への連絡

注意報のままであれば，
授業を継続

学校待機児童は
体育館へ移動

体育館で児童を
引渡し

町別で集団下校町別教室へ移動
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